
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                  

二
四 

　告

　示 

○
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
件                                                

二
九 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件                          

二
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件                          

二
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件
二
件                          

二
九 

○
水
防
警
報
を
発
す
る
河
川
を
指
定
す
る
件                                          

三
〇 

　公

　告 

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件                                                  

三
〇 

　福
島
県
公
安
委
員
会 

○
福
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                          

三
一 

　福
島
県
警
察
本
部 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                        

三
二 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
二
号 

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
徴
収
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
」
を
加

え
る
。 

第
十
四
条
の
二
第
一
号
中
「
及
び
市
町
村
民
税
」
を
「
、
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税
」
に
改
め

る
。 第

五
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
第
四
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
七

百
三
十
九
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九

条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

第
七
号
様
式
そ
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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  そ
の

5(個
人

県
民

税
、

森
林

環
境

税
・

払
込

用
) 

(第
1片

) 

 

(第
2片

) 

 

(第
3片

) 
 

 
 

 
 

 

  

 
口

座
番

号
 

 
番
  

加
入

者
 

 
 

 
 

 
 

 
口

座
番

号
 

 
番
  

加
入

者
 

 
 

 
 

 
 

 
口

座
番

号
 

 
番
  

加
入

者
 

 
 

 
 

 
 

公
 

一
般

会
計

 
領

収
証

書
 

公
 

一
般

会
計

 
払

込
書

 
公

 
一

般
会

計
 

領
収

済
通

知
書
 

 
(所

在
地

) 
  

(市
町

村
名

) 
 

様
 
  

 
(所

在
地

) 
  

(市
町

村
名

) 
 

  

 
(所

在
地

) 
  

(市
町

村
名

) 
 

  
税

目
 

 
 

 
 

 
 

 
現

滞
区

分
 

 
整

理
番

号
 

 
 

 
税

目
 

 
 

 
 

 
 

 
現

滞
区

分
 

 
整

理
番

号
 

 
 

 
税

目
 

 
 

 
 

 
 

 
現

滞
区

分
 

 
整

理
番

号
 

 
 

 
年

度
 

 
期

別
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

分
 

市
町

村
名

 
 

年
度

 
 

期
別

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
分

 
市

町
村

名
 

 
年

度
 

 
期

別
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

分
 

市
町

村
名

 
 

 
 

 
 

 
 

区
分
 

 
 百

 
十
 
億
 
千
 
百
 
十
 
万

 
千
 
百
 
十
 
円
 

区
分
 

 
 百

 
十
 
億
 
千
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

区
分
 

 
 百

 
十
 
億
 
千
 
百
 
十
 
万

 
千
 
百
 
十
 
円
 

本
税
 01   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
税
 01   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
税
 01   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 02   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 02   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 02   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

過
少

申
告

加
算

金
 03   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

過
少

申
告

加
算

金
 03   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

過
少

申
告

加
算

金
 03   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

不
申

告
加

算
金
 04   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

不
申

告
加

算
金

 04   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不
申

告
加

算
金

 04   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
加

算
金
 05   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
加

算
金
 05   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
加

算
金
 05   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
 06   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
 06   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
 06   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

払
込

期
限
  

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
上

記
の

金
額

を
領

収
し

ま
し

た
。

 
 

年
 

 
月

 
 

日
  

領
収

日
付

印
 

       
(市

町
村

保
管

) 

払
込

期
限
  

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
上

記
の

金
額

を
払

込
し

ま
す

。
 
 

年
 

 
月

 
 

日
  

領
収

日
付

印
 

 

払
込

期
限
  

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
 

領
収

済
に

つ
き

通
知

し
ま

す
。

 
 

年
 

 
月

 
 

日
  

領
収

日
付

印
 

       
(県

保
管

) 

取
扱

振
興

局
 福

島
県

 
 

 
 

地
方

振
興

局
 

取
扱

振
興

局
 福

島
県

 
 

 
 

地
方

振
興

局
 

取
扱

振
興

局
 福

島
県

 
 

 
地

方
振

興
局

 

 
 

 
 

指
定

金
融

機
関

名
(取

り
ま

と
め

店
) 

東
邦

銀
行

 
 

 
 

本
支

店
 

日計 

口
 

円
 

     
(金

融
機

関
又

は
郵

便
局

保
管

)  

取
り

ま
と

め
局
  

 
 

 
 

 

 
 

福
島

県
現

金
出

納
員

様
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第
七
十
九
号
の
二
様
式
及
び
第
七
十
九
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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第
79号

の
2様

式
(第

59条
関
係
) 

 
県

民
税
 

市
町

村
民

税
 

森
 
林
 
環
 
境
 
税
 
徴

収
 
引

受
 

引
継
 
書

 

地
方

振
興

局
長
 

市
町

村
長
 
様
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

市
町

村
長
 

地
方

振
興
局
長
 
氏

名
印

 
 
 

 
地

方
税

法
第

739条
の

5第
3項

本
文

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
、

個
人

の
県

民
税

、
個

人
の

市
町

村
民

税
及

び
森

林
環

境
税

に
係

る
徴

収
金

に
つ

い
て

、
 

そ
の

徴
収

を
 

引
き

受
け

ま
す

。
 

引
き

継
ぎ

ま
す

。
 

徴
収

の
引

継
ぎ

(引
受

け
)を

す
る
滞

納
者

の
住

所
(居

所
)及

び
氏

名
 

住
所

(居
所

) 
氏

名
 

徴
収

の
引

継
ぎ

(引
受

け
)を

す
る

徴
収

金
 

件
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
円
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

徴
収
の
引
継
ぎ
(引

受
け

)を
す
る
期
間
 

年
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
日
か
ら
 

 
 
 

 
年
 

 
 

 
 

月
 

 
 
 
 

日
ま
で
 

備考 
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第79号の3様式(第59条関係)  

第    号 個人県民税・市町村民税・森林環境税徴収引継(滞納処分続行)通知書 

年  月  日 
 
          様 
 

福島県      地方振興局長  印 

滞
納

金
額

 

年度 期別 納期限 税 額 督促手数料 延滞金 加算金 滞納処分費 
    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

○ 上記の金額について、地方税法第739条の5第3項本文の規定に基づき、    年 
 月  日から    年  月  日までの期間、(    )市町村から徴収の引
継ぎがありましたので通知します。 

 
 
○ 上記の金額について、地方税法第739条の5第3項ただし書の規定に基づき、滞納処分
の続行をします。 
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附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
十
六
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
福
島
県
一
般
旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料
条
例
に
基
づ
く
手
数
料
に
係
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。 

　
　令
和
六
年
一
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

　東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号 

二

　指
定
納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
国
際
課
旅
券
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
十
七
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
六
年
一
月
十
七
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能

　
　二
本
松
市
成
田
町
一
丁
目
五
五
三

　令
和
九
年
一
月
一
六
日 

推
進
機
構

　二
本
松
病
院 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
十
八
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
新
設
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
六
年

一
月
十
九
日
か
ら
同
年
二
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民

情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
福
島
笹
木
野
店

　福
島
県
福
島
市
笹
木
野
字
大
金
谷
南
三
番
地
の
一
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

１

　騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項 

㈠

　営
業
に
伴
い
、
周
辺
住
民
の
生
活
環
境
に
影
響
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
荷
捌

き
や
車
両
の
ド
ア
の
開
閉
等
の
際
に
生
じ
る
騒
音
に
十
分
配
慮
し
、
深
夜
・
早
朝
の
作
業
が
あ

る
場
合
に
は
事
前
に
周
辺
住
民
に
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
る
こ
と
。 

㈡

　来
店
客
の
車
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ
音
、
空
ぶ
か
し
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
等
が
騒
音
と
な
ら
な
い
よ

う
注
意
喚
起
に
努
め
る
こ
と
。 

㈢

　受
電
設
備
・
空
調
室
外
機
等
の
設
置
場
所
・
機
種
の
選
定
等
に
あ
た
っ
て
は
、
周
辺
住
民
の

生
活
環
境
を
損
ね
な
い
よ
う
十
分
留
意
し
、
周
辺
住
民
に
事
前
に
周
知
説
明
し
た
上
で
防
音
壁

設
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

㈣

　始
業
前
の
深
夜
・
早
朝
に
ト
ラ
ッ
ク
等
の
車
両
を
待
機
さ
せ
る
場
合
に
は
、
駐
車
位
置
を
隣

接
す
る
住
居
か
ら
離
す
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

２

　廃
棄
物
の
発
生
に
係
る
事
項 

㈠

　事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
努
め
、
再
資
源
化
で
き
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
再
資
源
化
ル
ー
ト
を
利
用
し
、
極
力
再
生
利
用
を
図
る
こ
と
。 

㈡

　廃
棄
物
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。 

３

　街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等 

㈠

　都
市
計
画
法
（
景
観
地
区
）
に
つ
い
て
、
事
前
協
議
済
み
（
九
月
上
旬
）
と
な
っ
て
い
る
が
、

福
島
市
に
都
市
計
画
法
上
の
景
観
地
区
は
な
い
。
（
頁
届
十
四
） 

㈡

　屋
外
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
建
植
、
壁
面
等
の
表
示
内
容
に
つ
い
て
必
ず
事
前
相
談
を
行
う

こ
と
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
六

年
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
二
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産

業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｐ
ａ
ｉ
ｘ

　Ｐ
ａ
ｉ
ｘ

　福
島
県
い
わ
き
市
平
六
町
目
四
番
二
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 
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福
島
県
告
示
第
四
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
六

年
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
二
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
桑
折
町
産
業
振
興
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

い
ち
い
桑
折
店

　福
島
県
伊
達
郡
桑
折
町
字
堰
合
一
番
四
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
十
一
号 

　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
防
警
報
を

発
す
る
河
川
と
し
て
、
次
の
河
川
を
指
定
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

河
川
名

区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　域

地
蔵
川

　

 

左
岸

　相
馬
市
大
坪
字
祇
園
地
内
か
ら
海
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

右
岸

　相
馬
市
大
坪
字
祇
園
地
内
か
ら
海
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
河
川
整
備
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
六
号 

　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
地
蔵

川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令

第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が

想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

　こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
公
安
委
員
会 
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  福 島 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  
    令 和 ６ 年 １ 月 19 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一    
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 １ 号  
      福 島 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
  福 島 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 32 年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次
の よ う に 改 正 す る 。  
  別 表 第 １ 郡 山 北 警 察 署 の 部 富 田 交 番 の 項 中 「 備 前 舘 一 丁 目 、 備 前 舘 二 丁 目 、 名 郷 田 一
丁 目 、 名 郷 田 二 丁 目 」 を 「 名 郷 田 一 丁 目 、 名 郷 田 二 丁 目 、 備 前 舘 一 丁 目 、 備 前 舘 二 丁 目 」
に 、 「 及 び 富 田 東 六 丁 目 」 を 「 、 富 田 東 六 丁 目 、 富 田 西 一 丁 目 、 富 田 西 二 丁 目 、 富 田 西
三 丁 目 、 富 田 西 四 丁 目 、 富 田 西 五 丁 目 及 び 富 田 西 六 丁 目 」 に 改 め 、 同 表 い わ き 東 警 察 署
の 部 泉 交 番 の 項 中 「 泉 町 、 」 を 削 り 、 「 泉 町 黒 須 野 」 の 次 に 「 、 泉 町 」 を 、 「 泉 も え ぎ
台 三 丁 目 」 の 次 に 「 、 泉 滝 尻 一 丁 目 、 泉 滝 尻 二 丁 目 及 び 泉 滝 尻 三 丁 目 」 を 加 え る 。  
  別 表 第 ２ 猪 苗 代 警 察 署 の 部 裏 磐 梯 駐 在 所 の 項 位 置 の 欄 及 び 所 管 区 の 欄 を 次 の よ う に 改
め る 。  

耶 麻 郡 北 塩 原  耶 麻 郡 北 塩 原 村 大 字 桧 原 の う ち 字 秋 元 、  
村 大 字 桧 原   字 大 府 平 、 字 大 府 平 原 、 字 大 府 平 原 山 、  

字 小 野 川 、 字 小 野 川 原 、 字 剣 ケ 峯 、 字  
甚 九 郎 沢 山 、 字 曽 原 山 、 字 蛇 平 原 山 、  
字 簗 部 沢 山 、 字 湯 平 山 、 字 秋 元 原 、 字  
荒 狩 沢 山 、 字 荒 狩 山 、 字 荒 砂 、 字 荒 砂  
沢 山 、 字 井 戸 窪 山 、 字 青 木 口 山 、 字 大  
冷 水 、 字 大 府 平 山 、 字 京 ケ 森 、 字 小 磐  
梯 山 、 字 寺 沢 山 、 字 中 津 川 山 、 字 七 曲  
山 、 字 丸 森 山 、 字 水 上 山 、 字 水 草 沢 山 、  
字 猫 魔 山 及 び 字 西 吾 妻 山 並 び に 耶 麻 郡  
猪 苗 代 町 の う ち 大 字 若 宮 （ 字 吾 妻 山 甲  
2998 番 地 （ 通 称 千 貫 地 区 ） に 限 る 。 ）  
及 び 字 山 の 神 原                    

      附   則  
  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 １ 郡 山 北 警 察 署 の 部 富 田 交 番 の
項 の 改 正 規 定 は 、 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第 119 号 ） 第 136 条 の ３ の 規 定 に 基 づ き
郡 山 市 長 が 行 う 同 法 第 1 0 3 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 県 中 都 市 計 画 事 業 富 田 第 二 土 地 区 画 整
理 事 業 の 換 地 処 分 に 係 る 公 告 が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 施 行 す る 。  
                                                                （ 警   務   課 ）  
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　福
島
県
警
察
本
部

　
　
　
　
　
　
　

 
                                    

                                       

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 １ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 警 察 デ ジ タ ル 変 革 推 進 事
業 に 係 る シ ス テ ム 構 築 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特
例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 2 74 条 の
11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ６ 年 １ 月 19 日  
                                              福 島 県 警 察 本 部 長   若   田     英  
１   業 務 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 警 察 デ ジ タ ル 変 革 推 進 事 業 に 係 る シ ス テ ム 構 築 委 託   一 式  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  

令 和 ５ 年 11 月 17 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  

株 式 会 社 ア ク セ ン デ ィ   福 井 県 福 井 市 み の り 四 丁 目 14 番 17 号  
５   落 札 金 額  

6 5 0 , 7 6 0 , 0 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

総 合 評 価 一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  

令 和 ５ 年 ９ 月 22 日  
                                                                （ 会   計   課 ）  

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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